
住居確保給付金のしおり

離職等や減収によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ

～住居確保給付金のご案内～

野洲市

（令和３年９月２１日改定）

野洲市役所 市民生活相談課
滋賀県野洲市小篠原2100番地1

受付時間 ８：３０～１７：１５

休み：土・日・祝（年末年始）

TEL：077-587-6063 FAX：077-586-3677



住居確保給付金とは

離職・廃業や減収等による困窮者であって就労能力及び就労意欲のある方のう

ち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支

給するとともに、野洲市市民生活相談課（自立相談支援機関）による就労支援等

を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額 ＝ 基準額 ＋ 一月当たりの実際の家賃の額 － 世帯収入額

※ 支給額の上限：単身35,000円 ２人 42,000円 3人 46,000円など

支給期間：３ヶ月間（一定の条件により延長及び再延長が可能です）

支給方法：原則、大家等へ代理納付

申請時に以下の①～⑧のいずれにも該当する方が対象となります。

① 離職等又は減収により経済的に困窮し住居喪失者または住居喪失のおそれがある
② 申請日において、離職・廃業等をした日から２年以内である

または給与及び、収入を得る機会が個人の都合によらず減少した
③ 離職前に、主たる生計維持者であった（離職前には主たる生計維持者ではなかったが、

その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含みます。）
④ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額

が次の表の金額以下である（収入には、公的給付を含みます）

⑤ 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金

の合計額が次の表の金額以下である（再々延長においては、上記基準額に3を乗じた金額とする。）

世帯人数 基準額
家賃額

(上限額)
収入基準額（万円）

1人 7.8万円 3.5万円 11.3万円
2人 11.5万円 4.2万円 15.7万円
3人 14.1万円 4.6万円 18.7万円
4人 17.5万円 4.6万円 22.1万円

世帯人数 金融資産
1人 46.8万円
2人 69万円
3人 84.6万円
4人 100万円

⑥ 受給期間中は常用就職を目指した求職活動を行うこと。または、給与や収入を得る
機会を増加させるため活動を行うこと。

⑦ 国の雇用施策による貸付（職業訓練受講給付金）及び地方自治体等が実施する
類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
→ R3.6.11～R3.11.30の間は職業訓練受講給付金と併給可能。収入・資産としても算定しない。

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000858562.pdf


住居確保給付金受給中の義務

 支給期間中は、公共職業安定所または市役所内開設のやすワークの利用、市民

生活相談課の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活

動を行ってください。就職活動を怠る方については、支給を中止します。

① 公共職業安定所の職業相談（毎月２回以上）

「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受け、担当者から

相談日、担当者名、支援内容等について記入及び安定所確認印を受けください。

② 市民生活相談課での面接（毎月１回以上）

「求職活動確認票」を持参の上、市民生活相談課で求職活動の進捗状況や生活上

の相談を受け、担当者の確認印等を受けてください。

③ 求人先への応募など（週１回以上）

「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に、求人先に対し行った求職活動

（応募や面接、問い合わせなど）の活動内容を記入し、報告してください。活動

方法はやすワークだけでなく、求人情報誌や新聞広告など活用してください。

※ 受給中は、離職の場合又は則第３条第１号に規定する場合（廃業）においては公共職業安定所に求職の申し込みを行うとともに、誠実かつ熱

心に上記全ての求職活動を行う必要があります。また、則第３条第２号に規定する場合（休業等）においては誠実かつ熱心に②の活動を行う

とともに給与や収入を得る機会を増加させるため活動を行った報告が必要となります。

住居確保給付金の申請をするために必要なもの

① 住居確保給付金支給申請書

② 本人確認書類（例）

運転免許証、マイナンバーカード、旅券、各種障害者手帳、健康保険証等

③ 離職・廃業した日から2年以内の者であることが確認できる書類の写し

（離職票、雇用保険受給資格者証、給与振込があった通帳の写しなど）

※ 給与及び、収入を得る機会が休業等で個人の都合によらず減少した場合は、

離職や廃業と同程度の状況であることが確認できる書類の写しが必要です。

④ 世帯全体の収入が確認できる書類の写し

収入のある全員分の給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、

雇用保険受給資格証明書、年金手帳など

⑤ 世帯全体の金融資産が確認できる書類の写し（金融機関の通帳など）

⑥ 公共職業安定所から付与された求職番号

※（住居確保給付金申請時確認書へ記入するため必要です。→2021年9月21日～オンラインで｢求職者マイページ｣を開設できる

ようになっています。 2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります！ ）

⑦ 賃貸物件契約関係書類 賃貸物件の契約書の写し

（賃貸期間や家賃額などが記載されているもの）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20400.html


住宅の初期費用及び生活費が必要な方は

賃貸住宅への入居には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。

「初期費用」への対応が困難な方や、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方は、

社会福祉協議会の「生活福祉資金（総合支援資金）」を活用することができます。

※ 生活福祉資金（総合支援資金）

継続的な生活相談・支援（就労支援等）と併せて、生活費及び一時

的な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援するための貸付けです。

１）住宅入居費：40万円以内

２）生活支援費：2人以上世帯/月20万円以内（単身/15万円以内）

貸付期間 原則3か月 最長1年間

３）一時生活再建費：60万円以内

原則3か月

※ 貸付利子：連帯保証人を立てる場合は無利子連帯保証人を立てない

場合は年1.5％

※ 新型コロナウイルスによる生活困窮世帯を取り扱い世帯として拡大

しており、その場合無利子で、保証人は不要です。

緊急かつ一時的に生計が困難になった場合には

緊急かつ一時的に生計が困難になった場合には、少額の費用の貸付を行います。

※ 緊急小口資金

低所得世帯および、新型コロナウイルスによる影響を受け収入が減少

した世帯を対象に貸付を行っています。

・ 貸付上限２０万円以内

・ 貸付利子：無利子、連帯保証人不要

・ 据置期間 1年以内 償還期限 2年以内

・ 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除す

ることができること としています。

※上記の貸付に関する相談は、野洲市社会福祉協議会で受け付けています。

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会
滋賀県野洲市西河原２４００番地（野洲市役所北部合同庁舎2階）

受付時間 ８：３０～１７：１５

休み：土・日・祝（年末年始）

TEL：077-589-4683 FAX：077-589-5783 



受給中に常用就職した場合は届出が必要です

 支給決定後、常用就職（雇用契約において、期間の定めがない又は６ヶ月以

上の雇用期間が定められているもの）した場合は、「常用就職届」を市民生活

相談課（自立相談支援機関）へ提出してください。

 提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、住居確保給

付金窓口に毎月提出してください。

 給与や、収入を得る機会が（休業等で）個人の都合によらず減少した事を理

由に受給した場合、就労が以前と同じ様になった時（休業再開時等）にも届出

が必要です。

一定の要件を満たせば延長・再（再）延長が可能です

 住居確保給付金の受給期間が終了する際に、一定の要件を満たしていれば、

３か月間を、2回まで、延長することが可能です。

（要件）・受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと

・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること

住居確保給付金の受給期間の延長又は再延長を希望される場合は、当初の受

給期間の最終月になったら、収入と預貯金が分かる書類を準備して、市民生活

相談課（自立相談支援機関）へお越し下さい。再延長を希望する場合は、市民

生活相談課（自立相談支援機関）の指示に従って下さい。

🔶 新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中の新規申請

者については、延長を3回まで、最長で12か月間の支給を行うこととしてい

ます。

支給額を変更できる場合があります

 以下の場合に限り、支給額の変更が可能です。

・ 住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更された場合

・ 収入があることから一部支給を受けていた方であって、受給中に収入が減

少し、基準額以下に至った場合

 市民生活相談課（自立相談支援機関）に申請書を提出する必要がありますの

で、家賃が変わった又は収入が下がったことが証明出来る書類をお持ちのう

え、市民生活相談課（自立相談支援機関）へ起こしください。



住居確保給付金を中止する場合があります

 毎月２回以上の公共職業安定所での就職相談、毎月１回以上の市民生活相談

課の支援員等による面接等又は原則週１回以上の求人先への応募・面接を行う

等、就職活動を怠る方については、支給を中止します。

 市民生活相談課（自立相談支援機関）が策定したプランに従わない場合は、

支給を中止します。

◆ 受給中に常用就職し、就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、

その収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止します。

 住宅を退去した者（大家等からの要請の場合、市民生活相談課（自立相談

支援機関）の指示による場合を除く。）については、退去した日の属する月

の翌月の家賃相当分から支給を中止します。

 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった

場合は、直ちに支給を中止します。

 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者が暴力団と判明した場合、禁錮刑

以上の刑に処された場合、生活保護費を受給した場合は支給を中止します。

住居確保給付金を返還してもらう場合があります

 住居確保給付金の支給中に虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明し

た場合には、既に支給した給付について返還をしてもらうとともに、以降の住

居確保給付金の支給も中止することとなります。

住居確保給付金の再支給について

 住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。

◆ ただし、住居確保給付金を受け、その結果常用就職に至ったものの、会社の

都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、2度目の支給を受ける

ことができます。

◆ あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合は

会社都合の解雇には当たりません。

◆ 令和３年２月１日以降、再支給用の要件が次頁のように変更しています。

→ 住居確保給付金の「再支給」要件の変更について（お知らせ）



住居確保給付金の「再支給」要件の変更について

 次の再支給要件すべてにあてはまる方は、住居確保給付金を再度受給できる可能性があります。

「従来の制度」による再支給
●住居確保給付金の受給期間の終了後、
新たに解雇された方（※）
※解雇された日から２年以内
※本人の責に帰すべき重大な理由による
解雇を除く

特例再支給
●２年以内に自己都合退職した方
●２年以内に廃業した方
●本人の責によらない理由で減収
した方

支給期間 ３か月（延長できません。）
申請期限 令和３年１１月３０日まで

※ 申請期限を過ぎると法改正による「特例」
再支給申請はできません。

支給期間 ３か月（状況により延長可能）
申請期限 解雇の日から２年以内

□ 過去に住居確保給付金を受給したことがある。

□ 離職・廃業、または休業等により経済的に困窮し住居を喪失している、または住居を喪失する恐れがある。

□

申請日においていずれかの状況にある方

①　離職・廃業の日から２年以内である。

②　休業などにより収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。

□
離職の日において、自らの労働により賃金を得て、その属する世帯の生計を主として維持していた。（生計の主

たる維持者）

□

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者

（「同一の世帯に属する者」=同一の世帯に居住し、生計を一にする者）

の収入の合計が、「収入上限額」以下である

※　収入には、公的給付等を含みます

□

申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する

預貯金及び現金の合計額が右表の金融資産額以下である。

□ 誠実かつ熱心に求職活動を行う。（現在の就労の状況が以前と同じ状態になるための活動を含める。）

□
国の雇用施策による給付（職業訓練受講給付金）を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けてい

ない。→　R3.6.11からR3.11.30までは職業訓練受講給付金と併給可能。収入・資産としても算定しない。

□
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でない。現在生活保護を受給していない。

世帯人員 収入上限額

1 113000円

2 157000円

3 187000円

4 221000円

5 255000円

世帯人員 金融資産

1 468000円

2 690000円

3 846000円

4～ 1000000円



住居確保給付金の対象となる方のQ＆A

※ 自らの意思で勤務日数を減らしたり、就労時間を減らした
場合は住宅確保給付金の対象となりません。

Q１
給与及び、収入を得る機会が個人の都合によらず減少した場合と
はどんな時ですか

● 雇用で就業している場合は、個人の都合によらない理由（新
型コロナウイルスによる休業や雇用調整等）により、勤務日数
や勤務時間が減少した場合を指します。雇用以外の形態で就業
している者については、本人の責めによらない理由により、就
労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば以下のよ
うな場合を想定しています。

 フリーで活動しているスポーツジムインストラクターにお
いて、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、
週４～５日活動していたところ週２～３日程度以下となった。
（スポーツジムのシフト表等で確認）

フリーで通訳をしている者において、参加予定であった海外
からのゲストを招いた２週間のイベントが自粛のため中止とな
った。（イベント中止のチラシ、通訳として参加予定だったこ
とが分かるメールの写し等で確認）

アルバイトを２つ掛け持ちしている者において、景気の悪化
により１つの事業所が休業となり、シフトがなくなった。（事
業所が休業となったことが分かるＨＰの写し等で確認）

旅館業を営んでいる者において、自粛のため宿泊客からキャ
ンセルが相次いだ。（予約キャンセルのメールの写しや電話予
約の場合は予約時とキャンセル時の電話受付メモ等又は「申立
書」で確認）



Q３ 雇用契約のないフリーランスなど個人事業主は支給対象に
なりますか？

 フリーランスなど個人事業主であっても、廃業届など廃業
したことを確認できる場合のほか、個人の責めによらない営業
日数の大幅な減少や請負契約の大幅な減少など、離職又は廃業
の場合と同等程度の状況にあることを確認できる場合は、支給
要件に該当すれば、支給対象者になります。また、所定の就労
活動に関しては申請者の意向や状況に応じ、例えば現在の就業
形態を維持しつつ、それに加えて、アルバイトなどの短期的な
雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も可能です。申請
時はハローワークへの仮登録はお願いしていますが、現在の就
業を断念していただくものではありません。

Q２ 「離職又は事業を廃止した場合と同等程度」の確認方法は
どうすればいいでしょうか？

 例として労働者の場合は、労働条件が確認できる契約書類
と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できるシフト表等です。個
人事業主の場合、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる
書類で、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの
発注の取り消しや減少が確認できる書類等とします。さらにこ
のような書類がない場合は申立書の活用も可能です

※「同等程度」については、勤務日数や勤務時間が全くなく
なったことまでを求めるものではなく、元々の就労状況な
ども考慮した上で個人の状況に応じて判断します。加えて
、収入要件や資産要件に適合しているか確認するほか、収
入や資産の減少状況等から、住居を失うおそれにある場合
に該当するかという点も総合的に判断します。



Q６ 実家や友人宅に身を寄せているものは対象になりますか？

 実家や友人宅に身を寄せているものは原則として支給対象
になりませんが、実家や友人宅を出て自ら居住する住宅を貸借
しようとし、支給要件に該当する場合は「住居喪失者」として
支給対象となります。

Q７ 外国人は支給対象になりますか？

 支給にあたっては、いわゆる国籍条項は存在せず、日本国
籍の方と同様、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす
場合であれば、支給対象となります。

Q８ 現在の住所地から、転居する予定です。申請はどちらの自
治体ですれば良いですか？

 申請は転居予定地において行うこととなります。
（現在の住所地の自治体に相談された場合にも、制度や必要書類等の説明を受ける

事は可能です。）

 世帯生計の維持者であり、収入要件や求職活動要件等の各
種要件を満たす場合であれば、支給対象になります。

Q５ 内定取消しを受けた学生は対象となりますか？

Q４ 学生は支給対象になりますか？

 学生は、一般的には、支給要件であるに該当しないため、支給対象者と
なりません。ただし、世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通

いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象者になります。また、専

らアルバイトにより、学費や生活費等を自ら賄っていた学生が、これまでの

アルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じ、別のアルバイトを探

している場合（※）にも、収入要件や資産要件等を満たせば、当分の間、例

外的に住居確保給付金は支給さることになると考えられます。

（※）具体的な例児童養護施設を出て大学に通う学生など、事情により両親
を頼ることができず扶養に入ること等もできないため、生計維持者として専
らアルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていた学生がこれまでのアル
バイトがなくなったため住居を失うおそれが生じ、別のアルバイトを探して
いる場合など



Q９ DVや多重債務等で住民票を新住所に移すことができない場
合は、実際に居住している自治体で申請できますか？

 上記の理由で新住所に住民票を移すことが難しい理由があ
る場合には、住所に確実に住んでいることが証明できる書類

（例 新住所での公共料金の契約書や支払い領収書の写し）を
持って、実際に居住している新住所の自治体で住居確保給付
金の申請が可能です。
なお、住所に確実に住んでいることが証明できる書類につ

いては7日以内の提出が困難である場合も考えられることから
申請後、後日提出することも可能です。

Q１０ 住宅を店舗付き住宅として賃貸借している場合、住居確
保給付金の対象となりますか？

 住居部分については、住居確保給付金の支給対象となりま
す。契約書に店舗分と住居分が区別され、記載されていれば当
該住居部分が対象です。また、そのような記載がない場合も面
積按分等を行って住居部分を算出することも可能です。なお、
店舗兼用住宅としての家賃を事業経費としている場合や、賃借
人が法人の場合は、住居確保給付金の対象となりません。

Q１１ 新型コロナウイルスに関連する融資などは収入や資産に
算入されますか？

 どちらも収入・資産には算入しません。

Q１２ 過去に住宅手当または住宅支援給付を受けた者は、再支
給要件を満たしますか？

 困窮法施行前の住宅手当または住宅支援給付を受けた者は、
４月２０日以降、住居確保給付金については改めて申請するこ
とができます。受給後は、新たに雇用された企業等において、
解雇（本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く）され
た者が再支給の対象となります。



野洲市役所 市民生活相談課
滋賀県野洲市小篠原2100番地1

受付時間 ８：３０～１７：１５

休み：土・日・祝（年末年始）

TEL：077-587-6063 FAX：077-586-3677

Q13 住居確保給付金受給中の義務について詳しく教えてくだ
さい。

（１）１か月目～９か月目の受給者の求職活動要件(受給中の義務）

イ）離職・廃業の場合

①申請時の公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。）への求職申込

②常用就職を目指す就職活動を行うこと

③月に１回以上の自立相談支援機関との面談等※１

④月に２回のハローワークにおける職業相談等

⑤週に１回以上の企業等への応募・面接の実施

ロ）休業等による減収の場合

①月に１回以上の自立相談支援機関との面談等※１

②申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告

（２）再々延長中（１０～１２か月目）の受給者の求職活動要件(受給中の義務）

イ）全ての受給者

①ハローワークへの求職申込※２

②常用就職を目指す就職活動を行うこと

③月に１回以上の自立相談支援機関との面談等※１

④月に２回のハローワークにおける職業相談等

⑤週に１回以上の企業等への応募・面接の実施

※１ コロナウイルス感染予防のため郵送、電子データの送付及び電話等による報

告も可能です。

※２ 再々延長時におけるハローワークへの求職申込の時期については、再々延長

申請と多少の前後が生じても差しつかえないこととします。


